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居宅介護支援重要事項説明書 
 

 

 

１ 事業所の概要 

（１） 事業所の名称  伊豆の国市社協居宅介護支援事業所 

（２） 事業所の所在地 静岡県伊豆の国市四日町 302 番地の 1  

        伊豆の国市韮山福祉センター内 

（３） 電話番号    ０５５－９４９－６７２３（直通） 

０５５－９４９－５８１８（代表） 

（４） ＦＡＸ番号   ０５５－９４９―２５４０ 

（５） 法人名称    社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会 

（６） 代表者名    会長 高田幸久 

（７） 事業所番号   ２２７０８０００１１ 

（８） 指定年月日   平成 17 年４月１日（静岡県知事指定） 

（９） 事業の実施地域 伊豆の国市内 

（10） 営業日     月曜日から金曜日 

（11） 営業時間    午前８時 30 分から午後５時 15 分 

（12） 休業日     土曜日、日曜日、祝日法による祝日及び休日、12 月 29 日から

翌年１月３日 

 

２ 職員体制 

（１） 社協は、居宅介護支援管理者を位置づけています。 

（２） 契約者を担当する介護支援専門員は、     です。 

（３） 介護支援専門員の交替 

    社協の都合等により介護支援専門員を交替することがあります。 

    介護支援専門員を交代する場合は、契約者に対してサービス利用上の不利益が 

   生じないように十分に配慮します。 

   

３ 居宅介護支援について 

（１） 要介護認定等、介護保険に係る申請代行 

（２） 居宅サービス計画の作成 
※ 複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能です。また、居宅サービス計画に

位置付けた理由を求めることができます。 

（３） 指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供 

（４） サービスの実施状況の把握及び居宅サービス計画等の評価 

（５） 給付管理 

（６） 指定居宅サービス等に関する相談・説明 

（７） 契約者等の同意のうえでの関連する医療機関、主治医との連携 
※ 入院された際は、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡してください。また、入院先医

療機関には担当介護支援専門員の氏名等をお伝えください。 

（８） 契約者等の依頼による財産管理や権利擁護の問題についての関連機関への連絡 
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４ 利用料金 

（１） 利用料 

    要介護認定等を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負 

担はありません。 

ただし、介護保険料の滞納等により、介護報酬の代理受領ができなくなる場合 

があります。その場合は１ヶ月につき介護報酬の金額をいただき、サービス提供 

証明書を発行します。このサービス提供書を市の窓口に提出しますと、後日払い 

戻しを受けられます。 

（２） 解約料 

 社協に、不測の損害を生じさせる場合は、損害に応じた実費をいただきます。 

（３） その他の料金 

  ① 要介護認定等の申請代行にかかる費用は、無料です。 

  ② 居宅サービス計画作成等のためにかかる駐車場代等は、実費を負担していただ 

きます。 

  ③ 交通費は無料です。 

（４） 支払い方法 

    料金の支払は、１ヶ月ごとに計算し、翌月 15 日までに請求しますので翌月末日 

までにお支払いください。 

    支払い方法は、現金集金、銀行振り込みのなかで選択してください。 

    なお、銀行振り込み手数料は、実費を負担していただきます。  

 

５ 要介護認定等の結果前に居宅介護支援の提供が行われる場合 

（１） 居宅介護支援について 

  ① 契約者が、要介護認定等の結果が出る前に居宅サービスの提供を希望する場合 

には、この契約の締結の日から７日以内に居宅サービス計画を作成し、契約者に 

とって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。 

  ② 社協は、契約者の要介護認定等の結果想定し、区分限度額を上回ることのない 

よう配慮しながら居宅サービス計画の作成に努めます。 

  ③ 社協は、契約者の要介護認定等の結果が出た時は、契約者及びその家族の意向 

を踏まえ、適切な居宅サービス計画の見直しを行います。 

④ 要介護認定等の結果が自立、要支援１、要支援２と認定された場合、契約無効 

 となります。 

（２） 要介護認定等結果後の契約の継続について 

  ① 社協は、要介護認定の結果が出た後、契約者に対してこの契約の継続について 

意思確認を行います。 

② 契約者から文書による解除の申し入れがあった場合は、契約期間にかかわらず 

この契約は終了し、解約料はいただきません。 

  ③ 要介護認定等の結果が非該当（自立）になった場合は、要介護１相当の介護報 

酬の金額をいただきます。 
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④ 要介護認定等の結果が自立、要支援１、要支援２と認定された場合、自動解約 

   となります。 

（３） 注意事項 

  ① 要介護認定等の結果が、非該当（自立）の場合には、それまでに提供された居 

宅サービスの利用料は、契約者が全額負担することになります。 

  ② 要介護認定等の判定前に利用した居宅サービスの利用料が、認定された区分支 

給限度額を上回った場合の利用料は、契約者が全額負担することになります。 

 

６ 禁止行為 

  介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたって次の行為は行いません。 

（１） 居宅介護を提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な 

   理由なく第三者へ漏洩すること（守秘義務に違反すること） 

（２） 提供サービスが特定の居宅サービスに偏ること 

（３） 特定の居宅サービス事業者を有利に扱うこと 

（４） 特定の居宅サービス事業者を利用するよう誘導または指示すること 

（５） 契約者またはその家族等からの物品等の授受 

 

７ 事故発生時の対応方法 

  社協では社協の責任により契約者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合に適切 

 に対応する体制を整えています。 

  ただし、その損害の発生について、契約者及びその家族等に故意または過失が認め 

られる場合には、社協の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 なお、社協は社会福祉法人全国社会福祉協議会の「社協の保険」に加入しています。 

（１） 事故発生時は、契約者の生命の安全を最優先し、その場の安全確保（危険物の 

   除去）や応急の対応（救急車の手配等）を行ないます。 

（２） 契約者及びその家族等に報告を行ない、社協にも報告します。 

（３） 社協は、事故報告を確認した後、速やかに必要な処置を講じます。 

 

８ 感染症対策について 

  社協は、事業所において感染症が発生又はまん延しないように措置を講じます。 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のため、委員会の設置、指針の整備、研修及び 

訓練の実施等必要な措置を講じます。 

（２）  感染症や非常災害の発生時において、契約者に対する指定居宅介護支援の提供 

を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため 

業務継続計画等の策定、研修及び訓練の実施を講じます。 

 

９ 虐待防止について 

  社協は、ご利用者の人権擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行います。

（１） 管理者を虐待防止に関する責任者とし、必要な職員研修を実施するとともに地 

域包括支援センターなどとの連携を図ります。 
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（２） 虐待の発生又はその発生を防止するため、委員会の設置、指針の整備、研修の 

開催等必要な措置を講じます。 

 

10 ハラスメント対策の強化 

 社協は、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策の責務を果たし、介護支援

専門員の就業環境が害されることを防止する方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

11 居宅介護支援に関する苦情 

  社協では契約者からの苦情に適切に対応する体制を整え、苦情解決に努めるように 

 しています。 

  なお、契約者から苦情がでないようなサービス提供を心がけます。 

（１） 苦情受付担当者は、苦情の報告を受けた時は速やかに苦情解決責任者及び第三 

者委員に報告します。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を希望しない場 

合はこの限りではありません。 

（２） 投書等匿名による苦情があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行 

   ないます。 

（３） 苦情受付担当者から苦情申出の報告を受けた第三者委員は、苦情の内容を確認 

し、苦情申出人に対して申出のあった日から原則 10 日以内に報告を受けた旨を 

通知します。 

（４） 苦情解決責任者は苦情の内容を解決するため、苦情申出人との話し合いを実施 

します。ただし、苦情申出人が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合 

いに代えます。 

（５） 話し合いまたは解決策の提示は、原則として苦情申出のあった日から 14 日以内 

   に行ないます。 

（６） 苦情申出人または苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求める 

ことができます。 

（７） 第三者委員は、話し合いへの立会いにあたっては、苦情内容を確認の上、必要 

に応じて解決策の調整と助言を行ないます。 

（８） 苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を記録し、話し合い 

の当事者間及び立ち会った第三者委員に確認します。 

（９） 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及 

び第三者委員に対して、話し合いを終了した日から原則 30 日以内に報告書により 

報告を行います。 

社協相談・苦情窓口 

受付担当者 居宅介護支援事業所 管理者 

苦情責任者 事務局長 

電話番号 ０５５－９４９－６７２３ 

受付時間 月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分（休業日除く） 
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伊豆の国市の相談・苦情窓口 

担当部署 伊豆の国市役所 長寿介護課 介護保険係 

電話番号 ０５５８－７６－８００９ 

受付時間 月～金曜日 午前８時 30 分～午後５時 15 分（休業日は除く） 

 静岡県の相談・苦情窓口 

担当部署 静岡県福祉サービス運営適正化委員会 

電話番号 ０５４－６５３－０８４０ 

受付時間 月～金曜日 午前９時 00 分～午後５時 00 分（休業日は除く） 

 

 静岡県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口 

担当部署 介護保険課苦情窓口 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

受付時間 月～金曜日 午前９時 00 分～午後５時 00 分（休業日は除く） 

 

12 その他 

（１） 選任された介護支援専門員の交替を希望する場合は、担当の介護支援専門員が 

業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、社 

協に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、契約者か 

ら特定の介護支援専門員の指名はできません。 

（２）  居宅介護支援契約書第 14 条に該当する理由が発生した場合は、契約を解除する 

ことがあります。 
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令和   年   月   日 

 

 居宅介護支援の提供開始にあたり、契約者に対して本書面、別紙に基づいて重要事項の

説明しました。 

 

 事業者 

  （所在地）静岡県伊豆の国市四日町 302 番地の 1 伊豆の国市韮山福祉センター内 

 

  （名 称）社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会 

 

  （代表者名）会 長   髙 田 幸 久     印 

 

  （説明者）介護支援専門員            印 

 

 

 私は、本書面及び別紙１により、社協から居宅介護支援についての重要事項の説明を受

け、同意しました。 

 

 契約者 

  （住 所） 伊豆の国市 

 

 （氏 名）            印 

 

代理人等 

  （住 所）  

 

 （氏 名）            印    （続柄       ） 


